
売上が半減した 給付
持続化給付金
2020年1～3月期の売上が50％以上減で
前年総売上-前年同月比▲50%月売上高×12
か月を現金給付
中小：200万円上限、個人事業100万円上限

経済産業省相談窓口
03-3501-1544
平日・休日ともに、9時～17時

融資
マル経融資の金利引き下げ
前年比5％以上の売上減少
融資限度額：別枠1,000万円
当初3年間金利を0.9％引き下げ

資金繰りのため
融資を受けたい

助成 新型コロナウイルス対策
信用保証助成金

融資
セーフティーネット保証4号、5号
4号突発災害：
100％保証（前年比20％以上売上減）
5号業績悪化：
80％保証（前年比5％以上売上減）

融資
無利子・無担保融資
（新型コロナウイルス感染症特例融資）
コロナの影響で前年比5％以上の売上減少
融資限度額6,000万円（別枠）

資金繰りについて：事業主が申請

府内の市町村
中小企業金融担当課

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505

問合せ相談窓口


